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新庄河川事務所

最上地域等における水害･土砂災害を語り継ぐため、パネル展を開催します。
新庄市 ゆめりあ ９月 ２日（月）～９月８日（日）
最上町 中央公民館 ９月１３日（金）～９月１９日（木）
舟形町 役場玄関ホール １０月 １日（火）～１０月８日（火）
戸沢村 役場玄関ホール １０月 １日（火）～１０月７日（月）

長い間、
ありがとうございました。

長沼忠雄さん
７月１日より従事して
いただいております。

信夫正雄さん
１４年３ケ月水位観測員として

従事して頂きました。

永年、水位観測員として地域を水害から守って頂いている方の業績を讃えて、
功労者表彰を行っています。昼夜を問わず出動して頂き、ありがとございます。

富田第三樋管 長沼 廣司さん

事務所長表彰（１５年以上観測員として従事）局長表彰（２０年以上観測員として従事）

富田第一樋管 義髙 秀雄さん

よろしく
おねがいし
ます。

｢水害･土砂災害パネル展｣
～過去の災害を語り継ぎ減災･防災について考えよう～

昨年の８月洪水の
写真なども展示し
ます。
是非ご覧下さい。
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携帯・スマートフォンから簡単にご覧いただけます →
ご意見・ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

７月１７日 最上川のボート巡視を行いました。
陸上からの巡視では発見しにくい河岸の崩落
状況や施設の変状などを水上から確認するも
ので、河川を管理する上で重要な調査です。

７月２日 大蔵村役場と合同で危険箇所等の現地
視察を行い、危機管理体制の再確認や今後の対
策について情報を共有しました。

危険な場所はないか確認

７月１１日 河川敷の利用者が増える夏休み
前に、地域の皆さんが河川を安全に利用でき
るよう、危険な箇所や不審物がないか点検を
実施しました。

鳥越出張所管内では毎年、堤防管理のため除草を行っております。その際に出た刈草は、資源の
有効活用と除草コスト削減のため、地域の方々に無償でお譲りする取り組みを実施しています。

ご希望の方は鳥越出張所までお問い合わせ下さい。

〈お問い合わせ〉
新庄河川事務所 鳥越出張所
,電話：0233-22-6038
受付時間：平日9:00～17:00

７月３日 新庄神室産業高等学校 環境デザイン科
２年生４名が鳥越出張所の仕事や河川巡視業務、
河川管理施設の役割などを学習しました。

現地を視察

出張所の仕事について学習

排水ポンプ車を見学

崩落箇所など調査

農作物の肥料
や敷き藁に

家畜の飼料や
敷き草に

http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou

